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夏季休業中における新型コロナウイルス感染症にかかる対応について 

 

日頃は、本校の教育活動にご理解、ご協力をいただき誠にありがとうございます。 

さて、これまでも本校の生徒や教職員等が新型コロナウイルス感染症にり患していることを確認した場合、行動調

査を行い、その結果、特定された濃厚接触者、接触者に対して自宅待機していただくなど、保健所の指導のもと府教

育庁ならびに本校学校医とも連携しながら対応を進めてきたところです。 

現在、高等学校においてり患者が確認された場合は下記のとおり対応するよう大阪府教育庁から通知が出ております。  

つきましては、夏季休業中におきましても、もし新型コロナウイルス感染症にり患した場合や濃厚接触者、接触者

に認定された場合は速やかに学校にご連絡ください。状況に応じて行動調査を行い、該当する生徒に対して下記のと

おり対応いたしますので、よろしくお願いいたします。また、夏季休業期間に入り行動範囲が広がることから、近距

離での会話の際のマスクの着用（運動時は熱中症の危険性からマスクははずすようにしてください）、手指の消毒、う

がい、３密（密集・密閉・密接）を避ける、十分な換気など、感染防止対策をしっかりと取りながらの行動が必要と

なりますので、ご家庭におかれましても外出の際は十分に感染症対策に留意するよう、お子様へのご指導をよろしく

お願いいたします。 

夏季休業中の教育活動におきましては、４月８日以降、制限を設ける通知等が発出されていませんので、感染症対

策を十分に取りながら、進路指導や生徒会活動、部活動等、実施してまいりたいと思います。また、各大会やコンク

ールへは実施団体の開催ガイドラインを遵守し制限のない限り、参加してまいりますので、ご理解のほどよろしくお

願いいたします。 

新型コロナウイルス感染症のＢＡ．５株系統への置き換わりについては、現時点での情報をもとに適切に対応する

ことが重要となります。皆さまには、ご心配をおかけしておりますが、感染拡大防止のため、今後とも関係機関と連

携してまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。なお、大阪府教育庁から感染症への対応の変更や修正

の通知があった場合は、本校ホームページに掲載いたします。 

 

【高等学校におけるり患者との接触状況に応じた対応】 

 

①  感染者と感染対策なしに飲食を共にした者（※１）等への対応 
  ・5日間の出席停止とします。 （注 濃厚接触者ではありませんが、出席停止期間については濃厚接触者

の自宅待機期間に準じた対応とします） 
  ・出席停止期間に加えて7日間、「感染リスクの高い行動」を控えるよう指示します。 

 

② 感染者と接触した者への対応（上記①を除く） 
  ・出席停止とはしません。 
  ・7日間、「感染リスクの高い行動」を控えるよう指示します。 

 

③ 泊を伴う行事等において、感染者と同室であった者への対応 
  ・濃厚接触者の候補者リストに記載し保健所に提出します。 
  ・濃厚接触者として５日間の出席停止とします。 
  ・濃厚接触者として対応するとともに、7日間、「感染リスクの高い行動」を控えるよう指示します。 
 
【濃厚接触者の待機期間の見直し】 待機期間の解除（短縮）について 

    ・２日目及び３日目の抗原定性検査キットを用いた検査で陰性を確認した場合は３日目から解除可能とな
る。 

    ・抗原定性検査キットは薬事承認されたものとする。 
    ・待機期間３日目の登校前に２回目の陰性が確認されれば、３日目に登校可となる。 



 

 

 

◇ ①～③については、感染者と感染可能期間（※２）に接触（※３）があった場合を示します。 

※１ 飲食の場面で、手で触れることのできる距離（目安として１ｍ）でマスクなしで15分以上話をした者 

※２ 感染者が感染力を持っている期間 

※３ 濃厚接触者の定義に当てはまる接触  
   ［手で触れることのできる距離（目安として１ｍ）でマスクなしで 15分以上会話をした者…等］ 

 
◇「感染リスクの高い行動」の例  
「高齢者や基礎疾患を有する者等、感染した場合に重症化リスクの高い方との接触」、「上記の方々が多く入所、入院
する高齢者、障がい児者施設や医療機関への訪問」、「不特定多数の者が集まる飲食や大規模イベントへの参加」 

 

 

【本件に対する問い合わせ先】 

教頭 坂脇 康文  電話 06-6474-2221 

〇 平時の感染症対応について 

これまで同様に健康状態の確認を行っていただき、いつもと違う状態や症状を確認された場合は、かかりつけ医へ相談、又は、以

下の相談センター等へご連絡、ご相談いただきますようお願いいたします。なお、新型コロナウイルス感染症り患の疑いが生じた場

合は、学校へもご連絡ください。 
  

【府民向け相談窓口】  ※ 午前9時から午後6時まで （土曜・日曜・祝日も対応） 

専用電話   ０６-６９４４-８１９７  FAX   ０６-６９４４-７５７９  
  

【新型コロナ受診相談センター】※ 土日祝を含めた終日連絡が可能 

    大阪市  ０６-６６４７-０６４１ 


